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Ⅰ　はじめに

　所得税法56条（以下「法56条」という。）
は，総収入金額を得るために必要な費用であ
っても，納税者と生計を一にする親族に対し
て支払われるものは，必要経費に算入するこ
とを認めない。これに対応して，その親族の
その対価に係る所得金額の計算上必要経費に
算入されるべき金額は，その納税者の事業所

得等の金額の計算上必要経費に算入され，そ
の親族が支払を受けた対価の額及びその必要
経費に算入されるべき金額はなかったものと
みなされる。
　法56条は，個人単位主義をとる所得税に，
家族単位主義の要素を加味するものである⑴。

⑴　金子宏『課税単位及び譲渡所得の研究（所得課
税の基礎理論　中巻）』（有斐閣，1996年）42頁参
照。
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この規定が置かれた理由は，親族間では，税
負担を軽減する目的で，家族間に所得を分割
することが容易であるため，あらかじめ防止
する措置を講じておく必要があるからと説明
される。
　税制の基本理念は，負担の公平であり，法
56条はその目的のために設けられている。し
かし，もしそれによって新たな不公平が生ず
るとすれば，あるいは，犠牲となることを見
過ごせない不合理な状況を作り出すとすれば，
その制度の存在自体が問われることになる。
　本稿では，法56条創設の背景と経緯を明ら
かにする。そのうえで，裁判例を参照し，問
題点を整理して，あるべき方向性を検討する。

Ⅱ　必要経費の意義

　法56条は，必要経費の別段の定めである。
必要経費の意義を簡単に確認しておこう。
必要経費に算入すべき金額は，「総収入金額に
係る売上原価その他当該総収入金額を得るた
め直接に要した費用の額及びその年における
販売費，一般管理費その他これらの所得を生
ずべき業務について生じた費用（償却費以外
の費用でその年において債務の確定しないも
のを除く。）の額とする」（所法37①）と規定
されている。事業等に関する所得については，
必要経費概念を法人税の損金概念に近づけ，
法人税法上の費用・損失に準ずるものとして
認識されている⑵。ただし，所得税法は個人の

所得を対象としていることから，発生した経
費を必要経費と家事費及び家事関連費とに区
分する必要がある⑶。
　必要経費の解釈上の参考として，アメリカ
内国歳入法162条⒜の必要経費の定義があげら
れる。162条⒜は，「営業もしくは事業を営む
について，課税年度中に支払い若しくは負担
したすべての通常かつ必要な経費は控除する
ことが認められる」⑷と定め，所得の計算上，
控除が認められるのは，「通常」かつ必要な経
費であると規定している。しかし，日本の所
得税には，「通常」の要件が付されてないこと
から，必要な経費であればすべて控除の対象
となると解される⑸。
　すなわち，必要経費は，家事費及び家事関
連費を厳格に区分することを前提に，債務確
定主義に立脚して認識される事業の遂行上必
要な経費のすべてであり，別段の定めによっ
てその範囲が補正される。

Ⅲ　法56条創設の背景と沿革

１　シャウプ勧告の指摘

　昭和21年，日本国憲法が制定され，あらゆ
る制度の民主化がすすめられた。税制におい
ては，昭和22年に基本的転換が始まり，昭和
25年にはシャウプ勧告に基づく全面的改革と
なった。所得税の課税単位は，明治創設以来，
日本の伝統的家族制度を基盤とする家族単位

⑵　「法37条１項の定め方は，法人税法22条３項１号
及び２号に対応しており，その考え方も，ほぼ法
人税法に一致しているとみることができる」（碓井
光明「必要経費の意義と範囲」日税研論集31号
（1995年）17頁）。
⑶　「個人が所得稼得活動の主体であると同時に消費
活動の主体でもあるのに対して，法人には個人と

同じ意味での消費（心理的満足）を観念すること
ができない」谷口勢津夫『税法基本講義〔第６判〕』
（弘文堂，2018年）331頁。
⑷　大蔵省主税局国際租税課「米国内国歳入法典⑴」
（1965年）134頁。
⑸　金子宏『租税法〔第23版〕』（弘文堂，2019年）
314頁参照。
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主義であった⑹が，昭和22年度税制改正におい
て個人単位主義に転換した。しかし，税額の
計算方法として，同居親族の所得を合算し累
進税率を適用する所得合算制度が創設され，
戦後「家」制度の廃止に伴い，税法から「戸
主」や「家族」等の用語が削除された後も，
実質的に従来と変わらない制度が維持されて
いた。
　昭和24年のシャウプ使節団によるシャウプ
勧告は，所得合算制度には次のような問題が
あるとした⑺。
①�　所得合算をされた者は，同一の生活水準，
同一担税力水準にある納税者に適用される
税率よりも高い税率によって税負担の不公
平な分配を受けることとなり，不満を感じ
納税道徳を悪化させる。
②�　税負担の増大は，大世帯を小世帯に分解
する人為的誘因をなしている。
③�　２以上の納税者が現実に同居の親族か否
かの判定が困難である。
④�　税額を決定し，これを各世帯員に分配す
る手続きは複雑で時間を浪費する。
　以上の理由から，所得合算制度の廃止を勧
告した⑻が，これに伴う課税上の弊害について
も指摘している。所得合算制度の廃止に対す
るシャウプ勧告の危惧は，家族に所得を分散
して，税負担の軽減を図ろうとする「要領の
良い納税者」の出現である。「配偶者または子

供に財産及びこれから生ずる所得を譲渡する
ことによって税負担を軽減しようとする」ま
た，「妻子を同族の事業に雇用して，これに賃
金を支払うという抜け道を講ずる」⑼というお
それがあった。このような税負担回避を阻止
するため，個人単位主義を原則としながらも，
配偶者及び未成年者の資産所得及びその納税
者の事業から受ける給与所得については，所
得合算制度を維持すべきであるとしている。
　また，当時の扶養控除の対象が，60歳を超
えて働けない者又は19歳未満の者とされてお
り，これに該当しない成年親族については，
所得がなくても扶養控除の対象とされなかっ
たため，これを救済する意味で，所得合算か
扶養控除かの選択適用を認めるものとした⑽。

２　シャウプ勧告と改正所得税法との違い

　昭和25年度税制改正に関する基本要綱で
は，「昭和25年度の税制改正については，概ね
シャウプ税制使節団の勧告の基本原則に従う
こととするが，更に一層実情に即するように
これに適当と認められる調整を加え，税制の
合理化及び税負担の軽減適正化を図るものと
すること」が，改正の方針として謳われてい
る。
　「適当と認められる調整」は，シャウプ勧告
と改正所得税法とに，以下のような差異をも
たらす。

⑹　「これは，わが国の所得税のモデルとされたプロ
イセンの制度にならったものであって，わが国戦
前の家族制度に合致するものであった」（金子・前
掲注⑴１頁）。
⑺　シャウプ使節団『日本税制報告書』（全国青色申
告総連合，2000年）36-37頁参照。
⑻　税制審議会「税制改正に関する中間報告」（1949
年７月）９頁も，所得合算制度について，「大所得
者は別として少所得者には酷に過ぎ，現在の経済

事情に引あわない」としている。
⑼　シャウプ使節団・前掲注⑺37頁。
⑽　納税者から，生活費の半額以上を受ける者に限
定する。そのため，扶養親族となる要件を備える
ため，給与を支払ったものとする場合もあろうが，
現実にその親族の収入となっていればあえて反対
しないとしている。ただし，当時の日本でその支払
いが一般的な慣習とはなっていないことを指摘して
いる（シャウプ使節団・前掲注⑺37-38頁参照）。
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　シャウプ勧告は，基本的に所得合算の対象
となる者を配偶者と未成年者に限定し，その
資産所得と納税者から受ける給与について所
得分割の防止規定を置こうとしている。納税
者が，自己の支配の下に配偶者又は未成年者
に資産の名義を移してそこから生ずる所得の
帰属を分散することや，対価相当額の労働の
事実または支払いの事実がないにもかかわら
ず，給与の支払いを装うことによって税負担
を軽減しようとすることは，容易に予想され

る問題であった。特に，配偶者については，
当時，夫が行う事業に対して，妻が労働を提
供するのは当然のことであり，対価を支払う
べき行為とは認識されていなかった。あえて
これに給与の支払いがあるとするなら，それ
は税負担の軽減を動機とする形式的なもので
ある可能性が極めて高い。
　そのため，所得合算制度の継続は，次の２
つの側面からA及びCが提言されている。

⃝一人の納税者に帰すべき外部から流入する資産所得を形式上の資産の名義により分散すること　→　A
⃝一人の納税者が得た事業所得を世帯内における形式上の給与の支払いにより分散すること　　　→　C

シャウプ勧告 昭和25年度改正所得税法

所得合算制度は廃止。但し，次の所得は合算。 所得合算制度は廃止。但し，次の所得は合算。

Ａ　配偶者及び未成年者の資産所得 Ａ�　納税義務者と生計を一にする配偶者及び未
成年の子等が利子所得，配当所得又は不動産
所得を有する場合における当該所得の金額

Ｂ　扶養親族として申請をなされた者の所得 Ｂ�　納税義務者の扶養親族として控除の申告を
した者の所得の金額

Ｃ�　納税者の経営する事業に雇用されている配
偶者及び未成年者の給与所得

Ｃ-２�　納税義務者と生計を一にする配偶者そ
の他の親族が，当該納税義務者の経営す
る事業から所得を受ける場合においては，
当該所得を当該納税義務者の所得として
課税

　これに応ずる形で所得税法は改正され，外
部との取引を対象としたＡの資産所得の合算
については，シャウプ勧告とほぼ同様の規定
となった。扶養親族であることを要件とする
Ｂについても修正はない。
　しかし，世帯内部の取引を対象としたCに
ついては，所得合算の適用対象者を「配偶者
及び未成年者」から「生計を一にする配偶者
その他の親族」に広げ，さらに，「給与所得」
を「事業から受ける所得」に修正し，同一世
帯内における対価の支払いは，所得の計算上
すべて否認する「みなす事業所得」の制度が

設けられた（C-２）。
　このことは，シャウプ勧告と改正所得税法
との大きな認識の違いとして指摘することが
できる。個人単位主義を実際の制度（以下「個
人単位課税」という。）とするにあたって，所
得分割を利用した税負担の軽減を防止するた
めの措置は，シャウプ勧告の意図するところ
を逸出した。親族間における対価の授受は，
あたかもそのすべてが恣意的な所得分割を目
的に行われることを前提としているかのよう
な対応である。立法の過程において，その基
本認識についての議論が充分であったとはい
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えないだろう。次のような資料が残されてい
る。

３　修正の理由

　当時の大蔵省の資料⑾には，シャウプ勧告と
改正所得税法との相違点及びその修正の理由
として次が掲げられている。
イ�）わが国の個人経営事業においては事業に
従事する親族に対し給与を支払うことは殆
どなく，雇傭契約を形式上結んでいる場合
にこれを給与と認めることは却って不合理
な結果となる。
ロ�）親族に対する給与の支給を認めるときは，
作為的方法により負担の軽減を図ることが
行われることとなり，負担が実質的に不公
平となる。
ハ�）成年の専従者について分離課税⑿すること
とすれば，農家の場合等には著しく減収と
なるからである。
　また， 当時の所得税法基本通達（昭和
26.１.１直所１－１，第11条の２関係324）は，
「法第11条の２の『当該納税義務者の経営する
事業から所得を受ける』とは，給料，手当等
の形式により受ける場合はもちろん，共同経
営による利益の分配の形式を採っている場合

についても，適用があるものとする」として
いる。
　すなわち，イ），ロ）は親族に支払う給与の
必要経費算入を否認する理由であり，ハ）は
一つの事業の分割を防止する必要性を説明す
るものである。個人経営者の親族が，その事
業に無償の労働を提供することはごく自然に
行われることであり，「事業主による事業の支
配と対価の決定において，従として働く家族
の自主性の欠如」⒀が前提となっている。農家
等⒁では，家族とはすなわち労働力であって，
家族が一丸となって働くことにより農業所得
は確保され，家族労働者に対する給与の支払
いや所得の分配を行うような経済的状況には
なかった。
　しかし，「家」制度が廃止され，民法は各個
人が平等に資産を相続するものに改正された
のである⒂。事業者が，親族の有する資産を使
用する可能性は高まったが，この点が修正の
理由において検討された形跡はない。

４�　「みなす事業所得」から「親族に支払う対
価の必要経費不算入」へ

　上述のような理由で創設された「みなす事
業所得」の規定は，次のとおりであった。

旧所得税法11条の２（みなす事業所得）
　納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族が，当該納税義務者の経営する事業から所得を受け
る場合においては，当該所得は，これを当該納税義務者の有する事業所得とみなす。（後段略）

⑾　大蔵省主税局『昭和25年度シャウプ税制使節団
提出資料集その１―税制改正の経過についての報
告に関する事項―』（発行年不詳）66-67頁。
⑿　納税者ごとにそれぞれの事業所得とすることと
解される。
⒀　田中治「税法の解釈における規定の趣旨目的の
意義」（税法学563号（第100回大会記念号），2010
年）217頁。
⒁　昭和25年の産業３部門15歳以上就業者の割合

（全国）は，第１次産業48.5％，第２次産業21.8％，
第三次産業29.6％である（総務省統計局「平成17
年国勢調査」（https://www.stat.go.jp/data/
kokusei/2005/sokuhou/03.html：2021年８月12日
最終確認）。
⒂　「旧世帯課税方式から所得稼得者課税方式へと転
換するに至った最大の理由の一つとして民法構造
の変化との対応をあげることができる」（村井正
『租税法と私法』（大蔵省印刷局，1982年）376頁）。
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　昭和27年の全文改正により，生計を一にす
る親族への対価の支払いは，事業所得の金額
の計算上，必要経費に算入されないものとす
る規定ぶりとなり，32年，それまで不明確で
あった不動産所得及び山林所得の金額の計算
についても，事業所得に準じて取扱うことが
明記され，現行法のようになる。その後，昭
和40年の全文改正にあたって法56条に置き代
えられ，これ以後改正はない⒃。
　生計を一にする親族に対する対価の支払い
について必要経費不算入とする思考は，個人
単位課税の出発点において「みなす事業所得」
として確立しており，創設以来，一貫して維
持されているといえる⒄。

５�　青色事業専従者給与の必要経費算入の特例

　青色事業専従者給与の必要経費算入の規定
は，生計を一にする親族への対価の支払いに
ついて，必要経費算入を認める唯一の規定と
して存在し，個人単位課税の原則に引き戻す
ものとして機能している。

⑴　限度額控除制から完全給与制へ
　シャウプ勧告により提言された青色申告制

度は昭和25年に始まった。27年には給与のう
ち法定限度額まで必要経費算入を認める青色
専従者控除が創設され，その後，法定限度額
を引き上げる改正が毎年のように行われた⒅。
法定限度額を設定していることの是非につい
て，昭和39年の答申は，「専従者控除の控除限
度の撤廃もわが国の個人企業の実態からみて
直ちに採用することは困難で，控除額の引上
げの方向で対処することが適当である」⒆とし
たが，昭和42年度税制改正において，支払わ
れた適正給与額を必要経費に算入する完全給
与制に転換する。
　専従者が受ける給与は業種や提供される労
働によって様々であり画一的な限度額を設け
ておくことは実情に合わない。完全給与制へ
の改正の基盤は，「基本的には，個人事業者の
事業主なり家族従業員の意識の変化，つまり
月給を支払うという慣行も定着し，また，そ
れが不自然な現象でないとする社会意識の変
化，進展」⒇であり，税制の簡素化の必要性等�

から，その受けるべき給与の実態に即した制
度の整備�が行われた。

⒃　昭和27年には，青色申告者について，事業に専従
する親族に支払う給与の必要経費算入を認める専従
者控除制度が創設され，本条に２項として追加され
た。36年の改正では，白色専従者控除制度の規定
が第３項として追加され，これらは昭和40年の全文
改正において本条と分離され，57条となった。
⒄　「その立法趣旨や内容に変更が加えられることな
く，文言上のみの改正が加えられて，法56条とし
て規定されるに至ったもの」（東京高判平成16年６
月９日・税資254号順号9665）。
⒅　昭和27年創設当時の限度額は５万円であったが，
28年に６万円，29年に７万円，30年に８万円，36
年に12万円（25歳未満は９万円），37年に20歳未満
は９万円，38年に12万5,000円（20歳未満は９万

5,000円），39年に15万円（同12万円），40年に18万
円（同15万円），41年に24万円（年齢差限度額廃
止）と，改正された。
⒆　税制調査会「『今後におけるわが国の社会，経済
の進展に即応する基本的な租税制度のあり方』に
ついての答申」（1964年12月）11頁。
⒇　齋藤信雄「親族が事業から受ける対価の取扱いにつ
いての一考察」税務大学校論叢30号（1998年）301頁。
�　税制調査会「税制簡素化についての第１次答申」
（1966年12月）47頁は，１年間の所得が確定してか
ら給与の額がさかのぼって制限されるという複雑
さを排除する必要を指摘した。
�　税制調査会「昭和42年度の税制改正に関する答
申」（1967年２月）70頁参照。
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⑵�　白色申告者及び法人企業との負担のバラ
ンス
　シャウプ勧告によって，戦後の混乱期に導
入された申告納税制度は，その定着と水準の
向上が課題であった。そのためには，正確に
記帳された帳簿書類を基礎とした申告を奨励
する青色申告制度の普及が要請され�，青色申
告者には，白色申告者に認められない各種の
特典�が与えられた。青色申告者に与えられる
特典をどのように捉えるかは，次の二つが考
えられる。一つは，本来の税負担を特別に軽
減させると解するものであり，もう一つは，
税務会計上認識されるべき経費等について，
帳簿の正確な記録があることを条件に控除を
認めると解するものである。
　青色事業専従者給与の必要経費算入は，理
論的には後者である�。ただし，創設当時は，
青色申告者の専従者控除は「青色申告者は帳
簿の記録を正確に行い，企業と家計とが明確
に区分されているから，給与支払の事実を明

白に確認できるという理論的な裏付けのほか
に，正確な記帳と誠実な申告により，従来は
握されなかった所得が表現される場合に生ず
る税負担の増加を調整するという，実質的な
優遇の意味もある」「専従者控除を含めて，青
色申告者に対し各種の優遇措置がとられたの
は，青色申告者は，正確な記帳と誠実な申告
を行うから，優遇措置を講じないと白色申告
者よりも税負担が，重くなるという想定に基
いている」�とされ，正確な記帳と誠実な申告
による税負担の増加を緩和するという目的が
大きかった。
　背景には，税負担の軽減を目的とする不自
然な法人成りの問題があった。法人企業と個
人企業との負担の調整として，法人と個人と
の間に税負担の差を生じる一番大きな原因で
ある家族労働報酬について専従者控除を認め
ることで，この問題が相当程度解決されると
考えられた��。
　また，給与については，支払った給与の代

�　「納税者が自ら所得金額および税額を計算し自主
的に申告して納税する申告納税制度のもとにおい
て，適正課税を実現するために不可欠な帳簿の正
確な記帳を推進する目的で設けられたもの」（最判
昭和49年９月20日・刑集28巻６号291頁）。
�　課税庁にとっては，記帳を中心とする課税資料
を収集する手段であるとの指摘があることと，そ
の特典は「自主的に申告する者を多くして税収入
をふやすことがねらい」（日本経済新聞1956年６月
15日）であることが紹介されている（首藤重幸「青
色申告制度の目的と沿革」日税研論集20号（1992
年）４頁，14頁）。
�　首藤・前掲注�16頁には，どの特典が税負担の
特別の軽減で，どの特典が本来の経費かという捉
え方ではなく，立場によって，特典そのものをど
う捉えるか見解が分かれている旨が示されてい
る。
�　臨時税制調査会「臨時税制調査会答申　最近の
諸情勢に即応すべき税制改正の方策に関する諮問

に対する答申」（1956年12月）194頁。
�　税制調査会「当面実施すべき税制改正に関する
答申（税制調査会第一次答申）及びその審議の内
容と経過の説明」（1960年12月）９-10頁参照。
�　これに関連して，岡村忠生「所得税と家族―課
税単位および配偶者控除を中心として―」日税研
論集74号（2018年）50-53頁は，「配偶者控除は，
（あ）法人税とのバランスを取るために事業所得者
における専従者控除の拡充が必要となり，その減
税とのバランスを取るため，主に給与所得者を対
象とし，扶養控除よりも大きな金額の控除として
着想され，（い）配偶者控除と夫婦単位課税との連
続性が認識される中で，家庭内にある配偶者の所
得獲得への貢献や夫婦の消費のあり方，共稼ぎと
片稼ぎとのバランスからは夫婦単位課税が適切で
あると認識されつつも，税制として複雑になるこ
とから採用に踏み切れず，その代替として導入さ
れた」と整理している。
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わりに算入すべき親族の必要経費がないこと
があげられる�。人件費は重要な生産要素であ
り，その支払いをなかったことにすれば，勤
労所得の色彩が濃い事業では，必要経費の大
半が否認されることとなる。
　さらに，資産や金銭の貸付け等が単なる保
有資産の提供であるのに対し，人的役務の提
供は個人が現に労働を日々積み上げてゆくも
のであり，その努力という点において所得獲
得に貢献している実感が当事者間ではより強
い。個人課税主義を基本とする以上，生計を
一にする親族に対する対価の支払いをすべて
否定してなんらの手当てもされないのでは，
恣意的な税負担軽減に対する防止策への偏重
に過ぎるともいえ�，専従者控除額の累次の引
上げの改正と完全給与制への移行は，この問
題を緩和する緩衝制度�の歴史でもあるといえ
よう。

⑶　白色申告書の記帳義務
　平成25年度税制改正により，白色申告であ
っても，事業所得，不動産所得又は山林所得
を生ずべき業務について記帳及び帳簿を保存
しなければならないものとされた。この義務
化により，青色申告書についてのみ親族に支

払った給与の必要経費算入を認める理由は乏
しいものとなった。青色専従者給与と専従者
控除の取扱いの違いは，再考されるべき局面
を迎えているといえる。

６�　二度廃止された資産所得の合算制度

　資産所得の合算制度は，税制の簡素化の見
地から，創設の翌年，扶養親族申告者の所得
の合算制度とともに廃止された。
　しかし，資産の名義を分割することによる
税負担の軽減は，財産所有者にのみ与えられ
る節税の機会である�。戦後経済の復興によ
り，国民所得が大幅に増加したこと，全所得
に占める資産所得の割合が大きくなり高額な
資産所得者が出現したこと，高額の所得者は
配偶者や子が資産所得を有する場合が多いこ
となどから「単に税制上の簡素化という観点
から課税上の不合理を見逃すことはできず，
何らかの措置をとらざるを得なくなった」�と
考えられ，昭和32年度税制改正において，高
額所得者を対象として，資産所得の合算制度
が復活した。当時の答申は，「世帯員の資産所
得は，名義のいかんをとわず，通常世帯主が
自由に処分できるのがわが国の実情」�である
という認識の下に，「同居親族の資産所得は合

�　「給与の場合はその支払いを受けた者の経費を事
業主の必要経費とするということもありえないの
で無理が目立つ」大島隆夫＝西野攘一『所得税法
の考え方・読み方』（税務経理協会，1987年）341
頁。
�　「個人単位の課税方式をとっている以上，家族が
現実に事業に従事して所得をあげるのに貢献して
いるのを無視してその給与その他の支払いを否認
するだけではやはり無理がある」（大島＝西野・前
掲注�341頁）。
�　「民法における法制度上の後楯を失っているこの
段階に至っては，もはや戦前のような理論的使い
分け（ダブルスタンダード）をすることによって

は，同合算規定の存続を図ることが事実上不可能
となっていた。同規定を維持したままこの矛盾を
克服するためには，必然的に何らかの代替的緩衝
制度の存在が必要とされたのである」黒川功「戦
後家族における身分関係の変化と親族所得の『合
算課税制度』（四・完）」日本法学61巻２号（1995
年）127頁。
�　Ｒ・グード（塩崎潤訳）『個人所得税』（日本租
税研究協会，1966年）267頁参照。
�　安藤元久「資産合算制度に関する一考察」税務
大学校論叢３号（1970年）183頁。
�　臨時税制調査会・前掲注�209頁。
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算して累進税率を適用することとした方が，
かえって担税力に応じた公平な負担になる」�

と判断している。
　また，資産の贈与について贈与税が課税さ
れることについては，「贈与税は，資産が将来
相続によって移転する際に課さる（ママ）べ
き相続税をあらかじめ徴収しておくという性
格を持ち，本来相続税の補完税たる性格のも
のである。贈与の時から相続の時までの間の
所得に対する所得税の課税がいかにあるべき
かということは，所得税制の中で解決しなけ
ればならない問題である」�としている。
　しかし，資産所得の合算制度は，昭和63年
12月の昭和63年第二次税制改正において，再
び廃止される�。答申は，「資産所得の恣意的
な名義分割が行われる場合についてのみ適用
すれば足りるのであって，婚姻前から所有し
ている財産あるいは婚姻後に稼得した所得に
よって取得した財産から生ずる資産所得につ
いては，累進課税回避の意図が認められな
い」�と指摘し，次のように改正の理由が示さ
れた�。
①�　事業所得の場合には，生計を一にする親
族が営む事業については，既に専従者給与
の支給によって所得の分割が行われ，それ
を踏まえた課税が行われていること

②�　恣意的な名義分割の場合に限って合算課
税を行うことも考えられるが，その判定は
納税者にとっても税務当局にとっても極め
て困難であること
③�　所得分布の平準化が進んでいること
④�　税率の累進構造の緩和が図られること
　このような指摘や②③④の理由については，
法56条についても同様にいえることであるが，
法56条についても併せて廃止するべきではな
いかといった議論は行われなかった。それは，
①の理由に明らかにされているといえる。す
なわち，法56条は，法57条によって有名無実
の規定になっているという認識�であり，給与
以外の支払対価については必要経費算入が認
められないという問題を直視してこなかった
からであろう。

７�　小括

　法56条はシャウプ勧告を受け入れて誕生し
たが，青色事業専従者給与は必要経費算入が
認められ，資産所得の合算制度は相当の議論
を経て，二度廃止された。
　結局，シャウプ勧告が必要とした不当な所
得分割を防止するために必要とした措置は，
Ａ，Ｂ及びＣのすべてが消失したといえる。
残されたのは，昭和25年度税制改正の調整と

�　臨時税制調査会・前掲注�212頁。
�　臨時税制調査会・前掲注�212頁。
�　昭和63年第二次税制改正においては，税制改革
法案及び消費税法案等６本の法案が同時に提案さ
れた。税制改革法案４条は，「今次の税制改革は，
所得課税において税負担の公平の確保を図るため
の措置を講ずるとともに，税体系全体として税負
担の公平に資するため，所得課税を軽減し，消費
に広く薄く負担を求め，資産に対する負担を適正
化すること等により，国民が公平感をもつて納税
し得る税体系の構築を目指して行われる」として

おり，資産所得の合算制度を廃止する事理が整え
られた。
�　税制調査会「税制の抜本的見直しについての答
申」（1986年10月）39頁。
�　税制調査会・前掲注�39頁及び同「税制改革に
ついての中間答申」（1988年）16頁参照。
�　金子・前掲注⑸202頁も同様に評価している。
また，中里実ほか『租税法概説〔第３版〕』（有斐
閣，2018年）130頁〔浅妻章如〕は，「57条及び法
人成りにより56条は骨抜きになっている」として
いる。
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して加えられた　――シャウプ勧告が掲げな
かった――　給与以外の対価の支払いである。

Ⅳ�　法56条をめぐる争い

　従来，法56条の適用をめぐる争いの多くは，
生計を一にする親族であるかどうかであった�。
　法56条が創設された当時は，農業を中心と
する一般的な経済水準の低さと，生計を一に
する親族間の経済的独立性の希薄な社会状況
が制度を受け入れる土壌となった�。したがっ
て，独立して事業を営む夫婦間において対価
を支払うといったことは，ほとんど想定され
ていなかった。しかし，家族のありようやそ
の意識，産業形態等が変化し，個人や女性の
権利を尊重する現在においては，家族あるい
は夫婦であっても，独立した意思で財産を所
有･管理･処分することや，別々に事業を営む
ことは，珍しいことではない。このような社
会環境の変化に伴い，恣意的な所得分割の防
止規定としての射程として，その適用範囲に
は制約があるとする考え方�（以下「限定適用
説」という。）が注目されるようになった。
　限定適用説の主張に対して，裁判所は，法
56条の規定は，事業の独立性や資産の保有状
況その他の個別の事情のいかんを問わず，生

計を一にする親族に支払う対価に一律に適用
されることが予定されているものと判断して
いる。以下これを「一律適用説」という。

１�　不動産賃借料の必要経費算入が否認され
た事例

⑴�　事件の概要
①�　原告は，妻乙から建物を賃借して，その
賃料を支払い，これを必要経費に算入した。
②�　平成元年３月３日，税務署長は，法56条
の規定の適用があることを前提として，更
正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を
行った。
③�　平成２年３月７日，国税不服審判所は，
審査請求を棄却した。原告は，これを不服
として出訴した。

⑵�　争点
　（争点）�　原告が妻乙に支払った賃料につい

て法56条の規定を適用すべきか。

⑶�　一審の判断（棄却，原告控訴）�

　原告は，法56条の規定は，憲法11条の保障
する基本的人権，特に憲法13条所定の幸福追
求に対する国民の権利を制限する条項であり，

�　松山地判昭和49年１月21日・税資74号52頁，東
京地判平成２年11月28日・税資181号417頁，徳島
地判平成９年２月28日・税資222号701頁，東京高
判平成３年５月22日・税資183号799頁，高松高判
平成10年２月26日・税資230号844頁，最判平成10
年11月27日・税資239号139頁，東京高判平成12年
６月29日・税資247号1428頁，他。
�　「事業主（世帯主）による事実上の支配関係を残
しつつ，世帯ぐるみで合理的な対価関係によるこ
となく営まれていたという社会的事実を直視して
この規定を立法したものとみてよいであろう」（田
中治「親族が事業から受ける対価」税務事例研究

77号（2004年）30頁）。
�　田中・前掲注�25頁，三木義一「生計を一にす
る親族間の対価の支払と所得税法56条―専門家た
る妻への報酬支払をめぐる判例を素材として」税
理46巻14号（2003年）10頁参照。木村弘之亮『租
税法学』（税務経理協会，1999年）277頁は，「所得
税法56条の規定は，家族構成員の間に所得を分割
して税負担の軽減を図ることの防止すなわち租税
回避又は仮装行為の防止を目的としている限りに
おいて正当化される」としている。
�　東京地判平成２年11月28日・税資181号417頁。
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これを適用しなければ公共の福祉が明確に阻
害される場合に限って適用されるべきである
とし，業務を営むために事務所を賃借する必
要がある原告が，その配偶者がもともと賃貸
用に所有している貸事務所を賃借して賃料を
支払ったのであり，その額が妥当なものであ
る限り，不当な所得分割ではなく，国は何ら
税収を失うものではない，と主張している。
　これに対し，一審は，「個人事業は家族全体
の協力のもとで家族の財産を共同で管理，使
用して成り立つものが多く，それについて必
ずしも個々の対価を支払う慣行があるものと
はいえず，対価が支払われる場合であっても，
支払われた対価をそのまま必要経費として認
めることとすると，個人事業者がその所得を
恣意的に家族に分散して不当に税負担の軽減
を図るおそれが生じ，また，適正な対価の認
定を行うことも実際上困難であることから，
そのような方法による税負担の回避という事
態を防止するために設けられたものと考えら
れる。したがつて，右法56条の規定は，それ
自体合理的な根拠を有するものであつて，憲
法11条又は13条に違反しない」とし，「そこに
定められた要件が備わっていれば，家族の財
産を使用することに対する対価が妥当なもの
であるか否かといった個別の事情のいかんに
かかわりなく一律に適用されることが予定さ
れている規定であることは明らか」であると
して，一律適用説をとった。

⑷�　控訴審の判断（棄却，確定）�

　控訴審は，法56条について，「右規定が設け
られてから今日までの間における，社会の経
済構造の変化や個人の権利意識の高揚に伴う
個人事業の実態の変化，税務当局の徴税体制
の充実等を考慮すれば，右規定の立法の背景

とされた個人事業の実態や税務当局の徴税能
力に変化が生じてきていることも否定できな
い」としながらも，「右規定の立法理由とされ
た租税負担回避防止の必要性がなくなり，右
規定がその合理性を失うに至ったものとまで
は認められない」とし，控訴人が，法56条を
無差別，画一的に適用した場合に生ずると主
張する不公平や弊害も，「判断を左右するほど
のものとはいえない」として，原審を引用し，
控訴を棄却した。

２�　弁護士報酬の必要経費算入が否認された
事例（以下「弁護士報酬事件」という。）

⑴�　事件の概要
①�　弁護士である原告は，原告が営む事業に
従事した労務の対価として，弁護士である
妻乙に対し，平成９年ないし平成11年に毎
年595万円（妻乙が営む弁護士業務の総収入
金額の約４分の１を占める）の弁護士報酬
を支払い，これを事業所得の金額の計算上
必要経費に算入した。
②�　平成12年12月25日，税務署長は，妻乙に
支払った報酬は法56条に規定する生計を一
にする親族に支払った対価に該当し，原告
の事業所得の金額の計算上必要経費に算入
することはできないとして，更正処分及び
過少申告加算税賦課決定処分を行った。
③�　平成14年２月５日，国税不服審判所は，
請求人（原告）とその妻乙がそれぞれ独立
した事業主であるとしても，本件弁護士報
酬の額は，法56条により，原告の事業所得
の金額の計算上，必要経費に算入されず，
妻乙の事業所得に係る必要経費のうち，本
件弁護士報酬に係る部分の金額については，

�　東京高判平成３年５月22日・税資183号799頁。
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原告の事業所得の計算上，必要経費に算入
すべきであると認められ，その金額は，妻
乙の必要経費に妻乙の総収入金額のうちに
本件弁護士報酬の占める割合を乗じて算定
するのが合理的であるとした�。原告は，こ
れを不服として出訴した。

⑵　争点
（争点１）�　原告と妻乙のようにそれぞれが独

立した事業主として事業を営む場合
において，一方親族が他方親族の事
業に従事したことにより他方親族の
事業から対価の支払を受けたときに，
他方親族に当たる原告の各年分の事
業所得の金額の計算上，一方親族に
当たる妻乙に対する本件弁護士報酬
の支払につき，法56条の適用はない
と解すべきか否か。

（争点２）�　原告の各年分の事業所得の金額の
計算上，本件弁護士報酬の支払につ
いて法56条が適用されるとすると，
憲法14条１項に違反するか否か。

⑶�　一審の判断（棄却，原告控訴）�

　この判決も，一律適用説である。一審は，
争点１について，「その者の営む事業の形態が
いかなるものか，事業から対価の支払を受け

るその者の親族がその事業に従属的に従事し
ているか否か，対価の支払はどのような事由
によりされたのか，対価の額が妥当なもので
あるのか否かなどといった個別の事情によっ
て，同条の適用が左右されることをうかがわ
せる定めは，同条及び同法の他の条項に全く
存在しない。したがって，前記の二つの要件
が備わっている限り，このような個別の事情
のいかんにかかわりなく，同条が適用される
と解すべきである」とした。
　また，所得税法12条（実質所得者課税）を
根拠に，法56条を限定的に解釈すべきである
という原告の主張に対し，「法12条は，ある収
益がだれに帰属するかを定めたものにすぎず，
当該収益に係る労務の対価を生計を一にする
親族に支払った場合の取扱いを規定する同法
56条及び57条の規定とは無関係である。同法
12条によって，いったん原告に帰属した収益
の中から生計を一にする配偶者である乙に対
して支払われた本件弁護士報酬を必要経費に
算入することができるかどうかは，あくまで
も同法56条又は57条の解釈によって決せられ
る」とした。
　争点２については，大島訴訟判決�を引用
し，「法56条が消費単位課税を採用し，同条の
適用される『生計を一にする配偶者その他の
親族に対価を支払う場合』と同条の適用され

�　平成14年２月５日裁決（非公開裁決。日税連税
法データベース（TAINS）コード：Ｆ0-1-122）。
�　東京地判平成15年６月27日・税資253号順号
9382。
�　「租税法の定立については，国家財政，社会経
済，国民所得，国民生活等の実態についての正確
な資料を基礎とする立法府の政策的，技術的な判
断にゆだねるほかはなく，裁判所は，基本的には
その裁量的判断を尊重せざるを得ないものという
べきである。そうであるとすれば，租税法の分野

における所得の性質の違い等を理由とする取扱い
の区別は，その立法目的が正当なものであり，か
つ，当該立法において具体的に採用された区別の
態様が右目的との関連で著しく不合理であること
が明らかでない限り，その合理性を否定すること
ができず，これを憲法14条１項の規定に違反する
ものということはできないものと解するのが相当
である」（最大判昭和60年３月27日・民集39巻２号
247頁）。
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ない『それ以外の者に対価を支払う場合』と
の間に設けた区別は，合理的なものであり，
憲法14条１項の規定に違反するものではない」
としたが，本件への適用に係る違憲性につい
ては，明確に答えていない。

⑷�　控訴審の判断（棄却，控訴人上告及び上
告受理申立て）�　
　法56条の要件となる「従事する」の用語の
意味は，「事業の一員として参加し又は事業に
雇用される等従たる立場で当該事業に関係し
ていることを指すと解すべき」であり，「『そ
の他の事由』とは，無限定なものではなく，
従属的な立場で事業に関係した場合を指すと
理解すべきである」という控訴人の主張に対
し，控訴審は，「事業の一員として参加すると
か，あるいは事業者に雇用され従業員として
労務を提供する等従たる立場で当該事業に関
係し，ないしそのような従属的な立場で当該
事業に関係する場合に限定されると解すべき
根拠は，規定の文言上何ら見当たらないのみ
ならず」，本件弁護士報酬の支払を適用対象外
とすべき合理的な事情も存しないとした。

⑸�　最高裁の判断�

　上告棄却。
　法56条の趣旨及び文言に照らせば，居住者
と生計を一にする配偶者その他の親族が居住
者と別に事業を営む場合であっても，そのこ
とを理由に同条の適用を否定することはでき
ないとした。

３�　税理士報酬の必要経費算入が否認された
事例（以下「宮岡訴訟」という。）

⑴�　事件の概要
①�　弁護士である原告は，丙弁護士とともに

法律事務所を経営しており，丙弁護士とと
もに税理士である妻乙との間で顧問契約を
締結し，同契約に基づき，平成７年に72万
円，平成８年に113万円，平成９年に105万
円の税理士報酬を支払い，これを事業所得
の金額の計算上必要経費に算入した。
②�　平成11年２月26日，税務署長は，妻乙に
支払った報酬は法56条に規定する生計を一
にする親族に支払った対価に該当し，原告
の事業所得の金額の計算上必要経費に算入
することはできないとして，更正処分及び
過少申告加算税決定処分を行った。
③�　平成12年５月15日，国税不服審判所は，
法56条の規定により，妻乙に支払われた税
理士報酬の額は請求人（原告）の事業所得
の計算上必要経費に算入されず，原告の事
業所得の計算上必要経費に算入される金額
は，妻乙が原告から本件税理士報酬を得る
ために要した費用の額となるとし，その額
は，妻乙の事業所得の必要経費の額に，そ
の総収入金額に対する本件税理士報酬の額
の占める割合を乗じて算出した金額とする
ことが相当であるとした�。
④�　原告は，出訴期間である裁決があったこ
とを知った日から３ヶ月以内に取消訴訟を
提訴することはなかった。
⑤�　平成13年12月28日，原告は，上記処分は
違憲または違法であるとして，国および東
京都に対して，更正処分により負担させら
れた金額について誤納金として返還するよ

�　東京高判平成15年10月15日・税資253号順号
9455。
�　最判平成16年11月2日・税資254号順号9804（平
成16年10月22日上告受理申立て不受理決定・税資
254号順号9788）。
�　平成12年５月15日裁決・裁決事例集59集75頁。
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う提訴した。

⑵�　争点�
　本件の争点は，次のように整理されている。
（争点１）�　法56条の「従事したことその他の

事由により対価の支払を受ける場
合」の意義。

（争点２）�　法56条の「生計を一にする」の意
義（予備的主張）。

（争点３）�　法56条並びに本件各処分及び本件
各事業税増額決定処分の合憲性。

　（争点１）は，独立した事務所を運営してい
る税理士がその業務に基づき税理士報酬を受
けることは，支払者の「事業に従事したこと
その他の事由により対価の支払を受ける場合」
に該当するのか。（争点２）は，夫婦のそれぞ
れに独立して生計を維持するに足りる収入が
あり，生活費を一定の割合で実費精算してい
る場合は，「生計を一にする」に該当するの
か。（争点３）は，法56条は憲法14条に違反す
るか，又は，法56条は限定的に解釈すべきか，
について，原告，被告双方の主張が展開され
た。
　原告とともに法律事務所を経営している丙
弁護士においては，原告と同様の顧問契約に
基づく税理士報酬の支払いが必要経費に算入
され，原告においては，それが妻乙への支払
いであるという一点を理由に必要経費算入を
否認する更正処分を受けている。

⑶�　一審の判断（一部認容，被告控訴）�

　一審は，上記争点２の「生計を一にする」
の意義及び争点３の違憲性については判断せ
ず，専ら争点１に係る判断として，限定適用
説に立ち，次のように説示して，本件税理士
報酬は法56条の適用を受けないと判断した。

　「Ａその他のＢ」という用例において，「Ａ
がより広い意味を有するＢに包含される関係
にあることは，法令用語に関する文献等が一
致して説くところである」が，ＡはＢの例示
であり，「Ｂの部分の意味内容がそれ自体から
明確でない場合には，その例示であるＡの部
分の意味内容に照らしてＢの部分のそれを解
釈するほかなく，その限度でＢの内容がＡの
内容によって限定されたものとなることは避
けられない」から，文理的に「事業に従事し
たことその他の事由」にいう「その他の事由」
は，「事業に従事したこと」という例示によっ
て限定されるとした。
　そして，「旧法11条の２は，シャウプ勧告の
いう『要領のよい納税者』の行う租税回避的
な行為を封ずるものであるが，それにとどま
らず，本来必要経費と認めるべき労務の対価
等についても，それが家計費，すなわち法45
条にいう家事関連費との区別が困難であるこ
とを理由に，一律に経費に算入しないことと
したものであって，その限度でシャウプ勧告
の内容とは異なるものを含むものであり，被
告らの主張もこの限度で正当である」。しか
し，「当時の所管官庁の理解からしても親族等
が事業自体に参加又は雇用されて得た対価に
限定されるものと解すべきであるし，その立
法理由もそれらの支払は家事関連費との区別
が困難であるという点に尽きる」から，「納税
者たる事業者の親族等が，自らも独立に事業
を営み，その事業の一環として納税者たる事
業者と取引をして何らかの対価を得る場合に
は，上記の所管官庁が想定している場合には
含まれないし，納税者たる事業者の家事関連

�　東京地判平成15年７月16日・税資253号順号
9393。
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費との区別が困難であるという事情もないの
であるから，同条が想定しているものとは認
められず，これを受け継いだ法56条の適用も
ない」とした。
　また，本件各処分には，「現行法の根幹をな
す個人単位課税の原則を採用する法の解釈適
用を誤ったという点で重大な瑕疵が認められ
る」として，取消訴訟によらずとも，当然無
効と主張して過誤納金の返還請求ができるも
のであるとした。
　いわゆる藤山判決である。

⑷�　控訴審の判断（控訴人ら敗訴部分取消し，
被控訴人の請求棄却，被控訴人上告及び上
告受理申立て）�

　控訴審は，上記争点のすべてについて検討
したうえで，原判決の控訴人敗訴部分を取り
消した。
ⅰ　当然無効の判断

　まず，本件処分が当然無効と認められるか
どうかについては，昭和48年最高裁判決�を引
用して，本件処分の内容は課税要件の根幹に
かかわる過誤を争うものであるとはいえず，
事業所得の金額の認定に関する不服の主張で
ある以上，取消訴訟によるべきであるとした。
ⅱ　法56条の解釈適用
　顧問契約に基づく税理士の業務は「事業に
従事したことその他の事由」に該当しないと
する原告の主張については，「Ａその他のＢ」
という表現について，文理解釈上Ａの内容に
よってＢの内容が限定される場合があるとし
ながらも，法56条の解釈にあたっては，その
立法趣旨および立法の経緯から，適用範囲を
限定したものではないとしている。
ⅲ　「生計を一にする」の要件

　また，「生計を一にする」かどうかの判断に

ついては，原告の妻乙が事業に必要な経費を
自ら支払い，そのうえで独立して生計を維持
するに足る収入を有していることは，原告の
事業とその妻乙の事業との区別，ないしは妻
乙の事業と家計との区別であり，これをもっ
て原告とその妻乙の生計が別であると主張す
ることはできない，また，原告とその妻乙が
家計を一定の割合で負担している事実は，「生
計を一にする」ことを否定するものではなく，
むしろこれを裏付けるものであるとした。
ⅳ　法56条の憲法適合性

　さらに，原告が法56条は違憲無効と主張し
ている点について，ある法律の規定について，
制定当時には合理性があったが，時の経過と
ともにその合理性が疑問とされる事態が生じ
ることはあり得るとしたうえで，法56条の制
定当時と今日とでは，家族関係の在り方，社
会の経済構造，個人の権利意識の高揚に伴う
個人事業の実態，税務当局の徴税体制の充実
等の事情に変化が生じていることを認めた。
しかし，その変化を鑑みても法56条が現時点
において著しく不合理であるとはいえず，ま
たその合理性が失われたとしても，それは法
の改廃等によって解決されるものであり，立
法府の判断を待つべきものであるとした（大
島訴訟判決の引用）。
ⅴ　本件各処分の適用違憲

　適用違憲については，「本件税理士報酬等の
支払は，夫婦とはいえ，独立した事業者であ
る弁護士と税理士との間でされたものであり，
本件税理士報酬等の金額が不当に高額である
といった事情はうかがわれず，同一の顧問契

�　東京高判平成16年６月９日・税資254号158頁順
号9665。
�　最判昭和48年４月26日・民集27巻３号629頁。
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約に基づく丙弁護士の税理士報酬等の支払に
ついては必要経費算入を認められることと対
比すると，違和感を抱かれることも理解する
ことができなくはない」としつつも，しかし，
法56条の適用の有無によって生ずる効果は，
原告において原告の所得に対応する累進税率
に従って課税されるか，その妻乙においてそ
の妻乙の所得に対応する累進税率に従って課
税されるかだけであり，家計内で所得税の負
担調整をすれば解決できるから，本件各処分
が適用違憲であるとはいえないとした。

⑸�　最高裁の判断��
　上告棄却。
　最高裁は，法56条及び57条の規定が憲法14
条１項に違反しないことは，大島訴訟判決の
趣旨に徴して明らかであり，居住者と生計を
一にする配偶者その他の親族が居住者とは別
に事業を営む場合であっても，そのことを理
由に法56条の適用を否定することはできず，
同条の要件を満たす限りその適用があるとし
た。

４�　解釈による救済の是非

　宮岡訴訟の一審，藤山判決は，シャウプ勧
告に遡り，旧法11条の２のみなす事業所得の
解釈として，「親族等が事業自体に参加又は雇
用されて得た対価に限定されるものと解すべ
き」であり，「納税者たる事業者の親族等が，
自らも独立に事業を営み，その事業の一環と
して納税者たる事業者と取引をして何らかの
対価を得る場合」には，旧法を受け継いだ法
56条の適用がないと判断している。そうする
と，この様な区分を行わず，画一的に法56条
を適用するという解釈は，昭和25年当時から
誤りであったということになる。しかし，こ

のような見解で，伝統的解釈である一律適用
説を覆す実務は可能であろうか。
　原告は，審査請求において，「税法の規定が
実態にそぐわなくなった場合に，それに即応
するように合理的な解釈をすることは租税法
律主義に反するものではなく，課税庁が納税
者の有利に，課税の公平，公正を図る方向に
おいて合理的類推解釈を行うことは何ら禁じ
られていない」と主張している。租税法律主
義の目的は，税法の執行機関である税務行政
庁や裁判所の恣意的判断を防止し，国民の人
権を擁護することにある。租税法は，強行法
であり，「国民の財産権への侵害を根拠づけ
る，いわゆる侵害規範」�である。納税者の権
利擁護と納税者間の公平とを保証するために，
法的安定性と予測可能性を確保し納税者間の
公平を保つ視点で，画一的に，立法趣旨に沿
って文理が解釈される。この意味において，
拡張解釈・類推解釈が禁止され，納税者の不
利益になる限定解釈もまた禁止されるもので
ある。
　たとえその条文が時代に変化に遅れた不合
理なものであったとしても，時代の要請に応
じて解釈を変更すること，つまり法の改正が
ないにもかかわらず課税要件を変更すること
は，極めて困難と言わざるを得ない。もしそ
れが可能であるとすれば，納税者の法的安定
性と予測可能性は保証されないし，税務行政
にも常に先例を疑う難しい判断が求められる
ことになる。
　上述のとおり，資産所得の合算制度は，「恣
意的な名義分割が行われる場合についてのみ

�　最判平成17年７月５日・税資255号順号10070
（平成17年６月24日上告受理申立て不受理決定・
税資255号順号10063）。
�　金子・前掲注⑸33頁。



所得税法56条の功罪

税法学586　207

適用すれば足り」，したがって，「恣意的な名
義分割の場合についてのみ合算課税を行うこ
とも考えられるが，その判定は納税者にとっ
ても税務当局にとっても極めて困難であるこ
と」を理由に廃止された。資産所得の合算制
度は，限定適用説に立ち，その実務の困難さ
ゆえに廃止されたのである。
　限定適用説による解釈は，法56条の問題を
解決しない。法的安定性と予測可能性を確保
するためには，伝統的な一律適用説によるし
かなく，限定適用説に立てば，資産所得の合
算制度と同様に，この規定を廃止せざるを得
ないという結論を導くものと考えられよう。

Ⅴ　法56条の問題点

１�　税負担の増加

　生計を一にする親族間であっても，所得の
獲得に貢献する財や労務の提供には，各人の
経済的独立性を尊重して，適正な対価の授受
があるべきと考えることは，今日では，希覯
とはいえないであろう�。しかし，所得の金額
の計算上は，その支払いは，法56条によって

なかったものとみなされる。結果として，上
記の各事例において，夫婦合計の税負担は，
いずれも増加しているものと考えられる。た
とえば，不動産の賃貸について，簡単な係数
を確認してみよう。
例�）夫は，事業の用に供する建物を賃借し，
年額1500万円での賃借料を支払っている。
妻は，年額1500万円の賃貸料で，不動産を
賃貸している。夫は，事業所を妻が所有す
る建物に移転することとし，妻との間で，
不動産賃貸借契約を締結した。賃貸料の額
は従前と同額であるが，夫婦の税額は次の
ように変化する。
　夫から妻へ支払われる賃貸料は，妻の固有
の財産を使用したことに対する適正な対価で
あり，所得の分割による税負担の軽減を意図
するものではない。しかし，必要経費算入が
認められない。この例では，他に賃貸した場
合に比べて，夫婦合計の税負担はおよそ180万
円増加し，法56条の適用がない場合の1.5倍を
超える。さらに，その増加部分と本来妻が納
付すべきであった部分とをあわせ，すべては
夫が負担することになり，財産を持つ妻に課

従前の賃貸（生計一親族以外への賃貸） 夫への賃貸

妻 夫 妻 夫

所得区分 不動産所得 事業所得 不動産所得 事業所得

総収入金額 1500万円 3000万円 ないものとみなす 3000万円

必要経費
固定資産税�100万円
減価償却費�400万円

建物賃借料1500万円
その他　　�500万円

ないものとみなす
その他　　�500万円
固定資産税�100万円
減価償却費�400万円

所得金額 1000万円 1000万円 0円 2000万円

所得控除 48万円 48万円 － 48万円��

所得税 1,639,300円 1,639,300円 0円 5,117,200円

税額合計 3,278,600円 5,117,200円
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せられるべき税を持たざる夫が支払うことと
なる。看過することができない事実は，たと
え，夫婦の合計の所得の金額に変化はなくと
も，夫の所得の計算においては，投下資本部
分が課税所得となっている点である��。
　宮岡訴訟の高裁判決は，原告又は妻のいず
れの累進税率で課されるかというだけの問題
であるとした。しかし，そもそも法56条の存
在意義は，所得税の累進税率に由来するので
ある。低い税率を適用するための恣意的な所
得分割を防止することを目的とする規定が，
現実には，事実による計算よりも高い税率を
適用する結果をもたらす。
　租税公平主義は，担税力に即した税負担の
配分を要請する。法56条には，担税力を欠く
者に課税するという問題がある。

⑴�　家計内の負担調整
　宮岡訴訟の高裁判決は，不公平な負担の配
分は，家計内で所得税の負担調整をすれば解
決できるとしている。しかし，対価の支払い
をやめるという選択は，家族が行う事業に奉
仕したいという自発的な心機の行動ではない。
真正な契約に従って適正な対価の支払いを行
ったならば，結果的に不公平な負担の分配と

なるので，最終的な可処分所得を平等にする
ために，やむを得ず行う調整である。
　法56条の規定は，必要経費に算入すること
を否定しているのであって，対価の支払いを
否定しているわけではない。しかし，担税力
に応じた公平な負担ではないため，納税者に
とっては，対価の支払い自体を否定するかの
ように働くのである�。これは，税制が，家族
であれば無償の提供を行うはずであるという
旧態依然の良識を振りかざして個人の自由な
経済活動を抑制する構図であり，その奥には，
家族間の主従関係による無償の提供を基盤と
しなければ維持できない脆弱な個人事業を顧
みない，国家の冷徹さがあることを浮き彫り
にしている。
　「租税が存在しなくとも，人間が結婚し，家
庭をつくるのであれば，租税制度は，租税以
前の存在である家計（夫婦や家庭）のあり方
に介入すべきではない」�という考え方が尊重
されるべきである。

⑵�　法人の設立
　そもそも各人の所得であるべきものが，法
56条によって一人の納税者に集められ，より
高い税率が適用されて税負担そのものが増加

�　たとえば筆者は，コロナ禍の外出自粛でスタッ
フが出勤できないことを補うために，娘にデータ
入力の作業をさせ，タイムチャージで報酬を支払
った。彼女の時間を自分の業務に提供させたのだ
から，当然のことである。これは，家事を手伝う
こととは次元が異なる。しかし，青色専従者では
ないので，必要経費には算入していない。
�　控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000
万円を超える場合は，配偶者控除の適用はない。
�　黒川・前掲注�133頁は，法56条は，個人課税
単位の例外ではなく，所得概念を変質させるもの
であるとしている。

�　その意味において，名古屋地判昭和46年８月30
日・税資63号374頁の「これは課税政策上該賃金を
必要経費として控除の対象とすることを否認する
に止り」，「大家族主義のもとに家族従属労働を強
いるものとは言い難く，生計を一にする親族が事
業主たる親族より勤労の対価を受けることを拒否
しているものでないことが明らかである」という
説示は，詭弁であると批判されよう。
�　中里実「家庭と租税制度（家族の変貌と家族法
の課題―自立する個人と家族の連帯<特集>―家
族法の遠景）」ジュリスト1059号（1995年），36頁。
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する。これに対応するために，妻と夫の賃貸
借契約の間に法人を経由させて，その適用を
回避する手法が考えられる。
　法人を設立することによって問題が解決す
るということは，両者が公平な課税でないこ
とを意味する。本来，租税には，中立�の原則
があり，企業形態の選択に対しても中立性が
配慮されなければならない。青色事業専従者
給与の必要経費算入の特例は，個人企業の税
負担が法人成りした企業の税負担に比して重
くなるため，両者の間の負担の公平を図る意
味で設けられた。事業主報酬の必要経費算入
を認めたみなし法人課税制度も，その導入の
主な理由は，法人成りした企業と個人事業と
の間の負担の公平を図るものであるとされて
いる。
　みなし法人課税制度は平成４年に廃止され
たが，それはこの制度特有の問題，例えば，
個人事業を法人に擬制する取扱いは非理論的
であること�，法人とのバランスを解消しても
給与所得者とのバランスの問題が生じている
こと，もともと法人になれない零細な事業所
得者の実態にそぐわず適用事業者が少なかっ
たこと等�による。

２�　対価の支払いを受けた親族の必要経費に
算入されるべき金額の算定

　上記のような不動産の貸付け，一律の価格
で販売されている商品やその調達に係るコス
トが明らかな資産等の提供であればまだしも，
役務の提供を行った場合には，対価の支払い
を受けた「親族のその対価に係る各種所得の
金額の計算上必要経費に算入されるべき金額」
（以下「特例経費」という。）の算定は，容易
ではない。
　宮岡訴訟では，原処分庁は，「原告がその金
額を明らかにしなかった」として，原告の事
業所得の金額の計算上，特例経費の額を必要
経費に算入していない。しかし，国税不服審
判所は，法56条の適用にあたっては，特例経
費の額を必要経費に算入すべきであるとした。
そのうえで，妻の事業所得に係る個々の必要
経費を個々の収入金額に個別に対応させるこ
とは不可能であるから，「特例経費の額は，妻
が各年分の総収入金額を得るために要した必
要経費の額に本件各税理士報酬が各年分の総
収入金額に占める割合を乗じて算定するのが
合理的である」�とした。この算出方法は，必

�　租税法においては，「（租税公平主義または租税
平等主義は）近代法の基本原理である平等原則の
課税の分野における現われであり，直接には憲法
14条１項の命ずるところであるが，内容的には，
『担税力に即した課税』（taxation� according� to�
a b i l i t y � t o � p a y , B e s t e u e r u n g� n a c h�
Leistungsfähigkeit ） と 租 税 の『 公 平 』
（equity,Gleichheit）ないし『中立性』（neutrality）
を要請するものである」（金子・前掲注⑸89頁）と
されるように，「公平」と「中立」とは，同意に捉
えられてきたと考えられる。ただし，税制改革法
（昭和63年法律第107号）３条は「税制の経済に対
する中立性」としており，今日において「中立」
は，税制が個人や企業の経済活動における選択を

歪めないという経済学ないしは財政学における概
念（神野直彦『財政学〔改訂版〕』（有斐閣，2007
年）37頁参照）として用いられることが多い。
�　みなし法人課税について，税制調査会「所得税
法及び法人税法の整備に関する答申」（1963年12
月）９頁は，「法人個人の負担のバランスの点につ
いては別に検討されるべき問題であるが，制度と
しては個人の事業所得は事業主に事業所得一本と
して帰属すると観念すべきが当然であって，これ
を分割することは擬制に過ぎる」としており，答
申はその導入以前から消極的であった。
�　福家俊朗『現代租税法の原理』（日本評論社，
1995年）80頁参照。



所得税法56条の功罪

210　税法学586

要経費算入を否認された税理士報酬の額が適
正な対価であることが前提である。宮岡訴訟
では，原告と共同で事務所を営む丙弁護士が
同様に税理士報酬を支払っており，利害の対
立する第三者との取引において成立する対価
の額であることが証明されているといえる。
　しかし，法56条の存在意義として強調され
るのは，親族間では支払う対価の額を適正に
算定することができないという点である。宮
岡訴訟のように，現実に支払った対価の額を
基礎に特例経費を計算することができる場合
には，法56条を適用する必要性を見出すこと
はできない。

３�　「生計を一にする」という要件

　「生計を一にする」とは，「日常の生活の資
を共通にしている」と説明される�。つまり，
生活費の財布が同じことを意味するから，所
得税法において，「生計を一にする」とは，家
族共同の生活費の控除，すなわち所得控除の
次元において働く概念であると思われる。
　「所得獲得のために必要な経費の控除に関す
る制度と納税義務者の個人的事情に基づく支
出の控除にかかわる制度とは，その各々の制
度が働く段階を異にしているといわざるをえ
ない」�のであり，「消費生活の共同関係を理
由に，所得の稼得段階における各人への所得
の帰属を否定することまでも，法が予定して
いるとは考えられない」�から，個人から個人

への対価の支払いについて，生活費の支出が
共同であるという理由で，所得控除のフィル
ターをそのまま所得の金額の計算に用いるこ
とは，これに代わる他の合理的な方法がない
ことの検証が求められるべきであろう�。

４�　所得の人的帰属の変更

　所得の人的帰属の変更に，法56条を利用す
ることができるという側面もある。
　事業の収益が，その店舗等の立地条件によ
ってもたらされるものである場合には，相続
税対策として，早期に事業承継を検討するこ
とになろう。同一生計の親族間では，現実に
対価の支払いがなくとも，資産を提供する親
族の必要経費に算入されるべき金額は，提供
を受けた納税者の事業所得等の金額の計算上
必要経費に算入される（所基通56-１）のであ
り，人的帰属の変更によって固定資産税や減
価償却費等の資産に係る経費がロスすること
はない。また，被相続人と生計を一にしてい
た被相続人の親族の事業の用に供されていた
宅地等は，特定事業用宅地等として小規模宅
地の特例の対象となる。

５�　実質所得者課税の原則との不整合

　所得税法には，実質所得者課税の原則があ
る。法形式上の所得の帰属が，仮装ないし架
空のものである場合には，当然，本来の所得
の帰属者に課税することが適正な課税であ

�　弁護士報酬事件の平成14年２月５日裁決（非公
開裁決）も，同様の判断をしている。
�　桜井四郎ほか『税務用語辞典』（経済法令研究
会，1999年）143頁参照。
�　吉村典久「所得控除と応能負担原則」金子宏編
『所得課税の研究』（有斐閣，1991年）240頁。
�　田中・前掲注�39頁。

�　他方，「所得控除も収入金額や必要経費などと同
様に，個人所得税の課税物件たる個人の所得を把
握するための手段である」（小塚真啓「家族の所得
と租税」金子宏監修，中里実ほか編『現代租税法
講座第２巻家族・社会』（日本評論社，2017年）45
頁）とする見解もある。
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る�。実質所得者課税の原則は，所得税法の基
本原則である。
　事業から生ずる所得は，その事業を経営し
ている者すなわち事業主の所得となる。法12
条は，これを事業に参加する親族間で分割し
て各人に帰属させることを許さない。それと
同時に，この原則は，生計を一にするという
だけで，別個の経営者が別個に営む事業を一
人の納税者に帰属させることも許さないはず
である。
　弁護士報酬事件において，東京地裁は，法
12条は，ある収益がだれに帰属するかを定め
たものにすぎず，いったん原告に帰属した収
益の中から生計を一にする配偶者に対して支
払われた本件弁護士報酬を必要経費に算入す
ることを否認することができるのは法56条で
あるとする。しかし，この否認は，実質所得
者課税の原則と対立している。事業から生ず
る所得を正しくその事業を経営する者に帰属
させるためには，対価の支払いを受けた者は，
その収入を認識しなければならない。

６�　贈与税課税との不整合

　法56条は，所得金額の計算上必要経費に算
入されるべき対価について，あえてこれを不
算入とする規定である。
　他方，対価相当額を超える部分は，資産の
貸付けや労務の提供に関係なく，無償の利益
の供与つまりは単なる金銭の贈与である。し
たがって，その支払いが必要経費の要件を満
たすことはなく，対価相当額を超える金銭を
受け取った親族には，当然贈与税の課税関係
が生じる�。
　適正対価の測定は，所得税法のステージで
は困難又は不可能であるとして特例が設けら
れているが，贈与税のステージでは常に必要

なチェックとして働いており，測定不可能を
理由として課税対象から除外されることはな
い。ひとつの取引に対して，所得税では適正
価額の測定が困難であるという理由で課税し，
他方，贈与税では，適正価額の測定を前提と
して課税するということが，現行において並
存しているのである。

７�　働き方改革との不整合

　「働き方改革実行計画」�は，副業・兼業の
普及促進を掲げ，厚生労働省は，そのガイド
ラインにおいて，「副業・兼業を希望する者が
年々増加傾向にある中，安心して副業・兼業
に取り組むことができるよう」�，「その希望
に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整
備することが重要である」�とし，企業及び労
働者が行うべき対応と労働保険，雇用保険，
厚生年金保険，健康保険の取扱いを整理して
いる。
　副業の場が，親族の経営する事業であった
場合には法56条が適用され，給与であっても
その事業に「専従」するという要件を満たさ
ないため，法57条の適用はない。政府の推進
する「働き方改革」に奮起して行動を起こし
ても，税制上，給与その他の対価の支払いの
一切がなかったものとされれば，それはあた
かも「働き方改革」が推進する副業と認めら
れていないかのような一つの失望が生じよう。

�　税制調査会・前掲注�12頁参照。
�　梅津武編『税務相談事例集』（大蔵財務協会，
1999年）609頁参照。
�　働き方改革実現会議決定「働き方改革実行計画」
（2017年３月28日）。
�　厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイド
ライン」2018年１月策定（2020年９月改定）３頁。
�　厚生労働省・前掲注�４頁。
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８�　男女共同参画基本計画における検討課題

　平成11年６月，男女共同参画社会基本法（平
成11年法律第78号）が制定され，女性が活躍
することができる社会の形成が重要とされて
いる。「第４次男女共同参画基本計画」（平成
27年12月25日閣議決定）においては，「商工業
等の自営業における家族従業者の実態を踏ま
え，女性が家族従業者として果たしている役
割が適切に評価されるよう，税制等の各種制
度の在り方を検討する」とされた。「税制等の
各種制度」には，法56条が含まれていること
が，国会の答弁で明らかにされている�。

９�　女子差別撤廃委員会の指摘

　国際連合人権理事会は，女子差別撤廃条約
の履行を監視するために，女子差別撤廃委員
会（Committee� on� the� Elimination� of�
Discrimination�against�Women）を組織して
いる。女子差別撤廃委員会は，第1375回及び
第1376回の会合において，2016（平成28）年
２月16日，日本の第７回及び第８回合同定期
報告（CEDAW/C/JPN/７-８）を審議し，こ
れに対する最終見解�として，「所得税法が自
営業者や農業者の配偶者や家族に対する報酬
を事業経費として認めていないため，女性の
経済的独立を妨げる影響があることを懸念す
る」とし，「委員会は，締約国が農山漁村女性
の政策形成への参画を制約する全ての障壁を
取り除くこと，及び家族経営における女性の

労働を評価し，女性の経済的エンパワーメン
トを促すため，所得税法の見直しを検討する
ことを要請する」としている。
　これに対し，麻生大臣は，法56条は性別を
問わず適用され女性の経済的な自立を損なう
ものではない，日本政府からの修正の申入れ
は反映をされなかったが，機会を捉えて指摘
していくという対国連上の方針を明らかにし
た上で，国内においては，今後この問題につ
いて検討する必要があるとした�。

10�　法律婚と事実婚

⑴�　ひとり親控除の創設
　令和２年度税制改正において，ひとり親控
除が創設された。改正前においては，未婚の
ひとり親は寡婦（寡夫）控除の対象とはされ
ていなかったため，過去の婚姻歴の有無で区
別することの不公平が指摘されていた。与党
は，平成26年度税制大綱以後，継続してこの
問題を検討事項とし�，令和２年度税制改正に
至って，寡婦控除及び寡夫控除は，「婚姻歴の
有無による不公平」と「男性のひとり親と女
性のひとり親の間の不公平」を同時に解消す
る「ひとり親控除」に改組された。
　ひとり親控除は，事実婚への対応として，
住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の
記載がある者を対象外としている（所法２①
三十一，所規１の４）。今日においては，法律
婚のみを前提として税制を議論することはで
きないのである�。

�　第190回国会衆議院財務金融委員会議録第11号
2016年３月16日〔大岡大臣政務官発言〕参照。
（https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.�
nsf/html/kaigirokua/009519020160316011.htm：
2021年８月12日最終確認）。
�　女子差別撤廃委員会「日本の第７回及び第８回

合同定期報告に関する最終見解」16頁（https://
www.gender.go.jp/kaigi/danjo_kaigi/siryo/pdf/
ka49-2-2.pdf：2021年８月12日最終確認）。女子差
別撤廃委員会第63会期委員会（2016年２月15日－
３月４日）において採択された。
�　前掲注�〔麻生大臣発言〕参照。
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⑵�　法56条における事実婚の取扱い
　法56条は，その対象を「居住者と生計を一
にする配偶者その他の親族」に限定し，結婚
の意思で共同生活を営む場合であっても，婚
姻届の手続きを行わない事実婚である場合に
は適用されない。ただしそのような限定は，
現在の未婚者の意識と齟齬を生じている。令
和２年６月にLINEリサーチが行った調査で
は，未婚男女の14％が，今後自らが「事実婚
をしたい」と回答している�。
　また，ジェンダー概念の進展に伴い，性の
あり方は，男性又は女性に二分されるもので
はないという考え方が当然となり，いくつか
の自治体が同性婚に対応する同性パートナー
シップ制度を置いている。
　ここに至り，民法に規定された配偶者と親
族のみを対象として，所得の金額の計算に重
要な例外規定を維持する態度は，一人ひとり
のさまざまなジェンダーを前提としてあらゆ
る多様性と選択を認め，互いの個性を尊重す
る成熟した社会の形成とはかけ離れたものと
批判されなければならない。

Ⅵ　法56条の廃止の検討

　社会的基盤や家族観，個人の働き方が大き
く変貌した現在において，法56条は，創設当
時には予定されなかった問題に直面している。
　法56条の母体である「みなす事業所得」の
規定は，家族が一つの事業を営んでいる場合
は，これに参加する者の所得を一つとみなす
考え方に立つものである。したがって，それ
ぞれが独立して別個の事業を営んでいる限り，
そこから生ずる所得を合算する（すなわち対
価の授受を否定する）論理は，事業所得を合
算する「みなす事業所得」にまでその根拠を
さかのぼっても見出すことはできない。
　適正に支払われた税理士報酬が必要経費に
算入されないという宮岡訴訟の結論は，不当
な税負担の回避を防止する目的で設けられた
法56条の立法趣旨にかなうものとは考えられ
ない。法56条は，「事業主が自らの所得を分散
する目的で生計を一にする親族への支払対価
を，支払の事実がないにもかかわらず支払っ
たことにする，もしくは，著しく多い金額を
支払うことによって必要経費の額を水増しす

�　「寡婦控除については，家族のあり方にも関わる
事柄であることや他の控除との関係にも留意しつ
つ，制度の趣旨も踏まえながら，所得税の諸控除
のあり方の議論の中で検討を行う」（自由民主党，
公明党「平成26年度税制改正大綱」（2013年12月12
日）116-117頁，同「平成27年度税制改正大綱」
（2014年12月30日）124頁，同「平成28年度税制改
正大綱」（2015年12月16日）108頁，同「平成29年
度税制改正大綱」（2016年12月８日）131頁）。「子
どもの貧困に対応するため，婚姻によらないで生
まれた子を持つひとり親に対する税制上の対応に
ついて，児童扶養手当の支給に当たって事実婚状
態でないことを確認する制度等も参考にしつつ，
平成31年度税制改正において検討し，結論を得る」
（同「平成30年度税制改正大綱」（2017年12月14日）

130頁）。「子どもの貧困に対応するため，婚姻によ
らないで生まれた子を持つひとり親に対する更な
る税制上の対応の要否等について，平成32年度税
制改正において検討し，結論を得る」（同「平成31
年度税制改正大綱」（2018年12月14日）121頁）。
�　このような要件でひとり親控除の対象を制限す
るならば，配偶者控除及び配偶者特別控除が法律
婚のみを対象とすることについても見直しが必要
であると考えられる。
�　「リサーチノートpowered�by�LINE」（https://
research-platform.line.me/archives/36662651.
html：2021年８月12日最終確認）。事実婚を「婚
姻届けを出していないが，お互いに結婚の意思が
あり，事実上夫婦のように生活すること」と説明
して質問している。
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るような，個人単位課税であればこそ起こり
うる親族間の仮装の取引を取り除くことによ
って，公正な事業所得を算定するための規定
であるといえよう」�と評価されるのであり，
事業主と親族との間に支配従属関係が見いだ
せない場合において，これを一律に適用する
ことは適当ではない。しかし，現行制度のも
とでは，最高裁が示した伝統的解釈を覆して
これを救済することは極めて困難である�。そ
うであるとすれば，法56条の改正を，その廃
止も視野に入れて検討するべきあろう�。
　すでに，昭和38年の整備答申において，「個
人事業主の家族従業員その他の親族に対する
給与，賃借料，借入金利子等の支払いを必要
経費と認めず，これを事業主の所得として課
税し，別途一定金額の限度内で専従者控除を
認める現行制度について，法人形態をとった
場合との税負担のバランスの面から，専従者
控除の限度額撤廃等の要望がなされている。
この問題は，個人事業主の実態からみて現行
のような特例を存置する必要があるかどうか
という問題として慎重に検討すべきであり，
さらに，個人企業と法人企業の税負担のバラ
ンスという税制の基本問題としても今後さら
に検討すべきものと考える」�と記述されてい
る。
　法56条を廃止した場合，どのような課税上
の弊害が生じるのだろうか。

１�　法56条を正当化する２つの理由

　法56条を肯定する理由は，次のように説明

される�。
　�⃝家計と事業を全く切り離して考えること
自体無理があり
　�⃝事業に関する様々な対価について，個々
に適正な対価を認定することは執行的にも
困難であること等を考慮すると，このよう
な取扱いはやむを得ない
　換言すれば，家計と事業の区分が行われ，
適正な対価の認定が可能であれば，この規定
について再考の余地があるということとなる。

２�　家計と事業の区分

　家計と事業との区分の問題は，親族に対す
る対価に限って起こるものではない。親族以
外への支払であっても，例えば，借入金の利
子，不動産等の維持費，接待交際費，福利厚
生費，寄付金等については，事業との関連性
とその必要性が常に疑問となりうるし，家事
消費をどこまで把握するかという問題もある。
　法56条は，青色事業専従者給与の必要経費
算入の規定により，地代家賃，借入金の利子
等について特に実効性を有するものとなった。
地代家賃について，家事費との区分は，その
建物等の所有者が誰かではなく，現実に事業
施設として使用されているか否かに視点がお
かれるはずである。また，借入金の利子につ
いても，誰から借りたのかではなく，事業を
継続するための資金であるかどうかが検討さ
れるであろう。たとえ事業用資産の取得や経
費の支払に充てるために行った金融機関から
の借入であっても，その返済よりも家計に支

�　田中・前掲注⒀217頁。
�　解釈論としては最高裁判決もやむなしとし，立
法による解決が妥当とするものに，澁谷雅弘「所
得税法56条の解釈」ジュリスト1314号（2006年）
165頁，長島弘「判批」税務事例34巻４号（2002

年）32頁。
�　法56条の廃止を提言する論考として，齋藤・前
掲注⒇255頁参照。
�　税制調査会・前掲注�15頁。
�　水野勝『租税法』（有斐閣，1993年）192頁参照。
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出する金額を優先すれば，結果として家事上
の借入金であると判断しなければならない場
合も考えられる。
　所得税は，個人に対して課税するものであ
るから，事業と家計の混同を完全に排除する
ことはできないが，それは，対価の支払い先
が生計を一にする親族であるために起こる問
題ではなく，これを必要経費に算入しないこ
とによって解決できる問題でもない。

３�　合理的な対価の算定

　青色事業専従者給与の必要経費算入の要件
のうち，税務執行上の便宜によると考えられ
る�ものを除くと，恣意的な税負担の回避を防
止する観点から必要なものは，次の二つであ
ると考えられる。
①�　労働の提供の事実があり，対価として相
当であること
②�　給与の支払いが実際に行われていること
　「対価として相当であること」は，恣意的な
所得分割を防止するうえでは，絶対の要件で
ある�。
　適正な対価は，勤務の形態や本人の能力に
よって様々に変化する給与よりも，それ以外
の対価の方がより合理的に求めることが可能
である場合が多い。不動産の賃貸料は，近隣
の相場や他者への賃貸の経験等による客観的
かつ固定的な算定が可能となる。借入金の利
子にあっては，市場のレートを参考にすれば，
客観的な把握は決して不可能ではなく，個別
事情を考慮しても，その範囲はかなり限定さ

れたものとなるだろう。
　また，宮岡訴訟に見られるように，独立し
て事業を営む親族に対する報酬も比較検討の
ための材料は，給与の場合よりも相当に多い
といえる。

４�　小括

　以上によれば，支払のないものを必要経費
とする仮装行為，あるいは形式的な多額の対
価の支払による所得分割を防止するために，
生計を一にする親族間の対価の授受をすべて
否定する法56条を維持する必要性は，極めて
乏しい。
　多くの問題を擁する法56条を廃止し，生計
を一にする配偶者及び親族に対する対価の支
払いについては，支払対価の決定にかかる資
料，すなわち，適正な対価の額であるかどう
かを判断する資料の保存義務を納税者に課す
制度を設けるべきである。平成23年12月改正
においては，金額基準を撤廃してすべての個
人事業所得者等に対して記帳義務を課すこと
となったが，その理由として，「そもそも記帳
は，税の申告のためだけでなく経営管理にも
資するものであり，事業活動を行う限りにお
いては，中小・零細な事業者であっても何ら
かの記帳・記録を行っていると考えられ，ま
た，近年の情報技術の進展により，それほど
困難を伴わず記帳ができることになっている
こと」�があげられている。このような認識に
立てば，親族への対価の支払を仮装した，あ
るいは形式的な多額の対価の支払による所得

�　労働に見合った給与の支払いであれば，その事
業に専従していないことや事業的規模でないこと
は，本来，必要経費算入を否定する理由にはなら
ないはずである。また，青色申告及び事前届出の
要件は，適正対価の検討資料を要求するものであ

って，必要経費の存在自体を問うものではない。
�　碓井・前掲注⑵35頁は，生計を一にする親族労
働者に対する給与以外については，「金額が不相当
であるという理由のみで必要経費性を否定するこ
とは困難であるように思われる」としている。
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分割は，適正な対価の額を検証するシステム
によって防止できるものと考えられる。それ
でもなお，税負担の公平の見地からその必要
経費算入を否定する必要があるとすれば，そ
の範囲を限定して，条文上明確に示されなけ
ればならない�。

Ⅶ　おわりに

　法56条は，所得合算制度を廃止するにあた
って，シャウプ勧告が必要とした措置ではな
いことを想起しなければならない。法56条は，
昭和25年改正において，シャウプ勧告が指摘
したものを超える調整措置として生まれた仇
花である。生計を一にする親族に支払われる
対価の必要経費算入を一律に否定する制度は，
家族ぐるみの協力と財産の共同管理が基本で
あり，帳簿の記録に基づく正確な計算が期待
できないといった社会状況にあって創設され
た。
　しかし，戦後70年以上が経過し，今日の家
族観においては，経済的独立性と個人の立場
が尊重されている。向うべきは，主従関係に
よる無償の提供に個人事業の基盤を求める経
営からの脱却であり，現に，親族間において
も真正な契約関係が成立し，妥当な対価の支
払いが行われている。
　また，青色申告制度をとおして申告納税制
度の水準は向上し，平成26年以後は，白色申
告又は青色申告を問わず，記帳及び帳簿の保

存が義務づけられている。コンピュータの普
及により納税者の事務負担は格段に軽減され，
様々な情報の入手が可能となった。納税者の
権利とその義務の実現を支えるインフラは各
方面から整備されつつある。
　そのような社会環境において，個人を課税
単位の基本として累進課税を行うにあたり，
親族に所得を分割する不当な税負担の軽減を
防止する措置は，対価としての妥当性を検証
する資料の保存を納税者に課すことで，充足
できると考えられよう。納税者が，支払うべ
き対価の額の決定を行う際には，相当の資料
をもって検討するはずである。個別要因によ
って変動の大きい給与についてもその必要経
費を認める取扱いが定着しているのである。
それ以外の費用について，説明資料を求める
ことが，実務的に不可能とは思われない。税
負担の公平の確保は，不当な所得分割を防止
するため画一的に必要経費算入を否定するこ
とから，適正対価の認定をとおして，自己責
任のもとにこれを認める段階に至っている。
事業に必要な財やサービスの受入れに対して
相当の対価を支払うことは，相手が誰であれ，
ごくあたりまえのことである。個人単位主義
のもとでは，生計を一にする親族間における
取引であっても，他人間取引と同様の取り扱
うことを基本として，適正な課税を実現する
制度を構築するべきである。

�　財務省「平成24年度税制改正の解説」88頁
（ ht tp s : / /warp . d a . n d l . g o . j p / i n f o : n d l j p /
pid/9551815/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_
reform/out l ine/fy2012/explanat ion/pdf/
p085_097.pdf：2021年８月12日最終確認）。
�　酒井克彦「青色申告制度廃止論を巡る議論―所
得税法56条の廃止と租税回避否認規定―」Accord�
Tax�Review３号（2013年）16頁は，「支払金額の

妥当性を判断し，租税回避に該当するものについ
てのみ否認される立法が設けられるべきではない
か」としている。高木夏子「親族に支払われる対
価に関する税制上の取扱い―所得税法第56条・第
57条をめぐる諸課題―」調査と立法429号（2020
年）48頁は「働き方改革との関係等を踏まえ，実
態に即した適切な取扱いができるような仕組みへ
の見直しを検討することが求められる」とする。


